
すまいるリハ 
訪問看護 

ステーション 

すまいるリハ 

訪問看護ステーション 

【訪問地域】 
木更津市、君津市、富津市、 

袖ヶ浦市、市原市 

【営業時間のご案内】 
営業時間:午前 8 時 15分～午後 5 時 15 分 

休業日：土、日、祝祭日（お盆・年末年始） 

訪問看護のみ土曜日は要相談 

【施設のご案内】

ご案内】 

〒292-0802 

千葉県木更津市真舟 5-2-3 

TEL 0438-38-6514    

FAX   0438-38-6513 

 

すまいる 

「やりたいこと」 
をあきらめない！ 

 

ご自宅に看護師やリハビリ専門職

が行くことで、「病気になってし

まったけど、もう一度台所に立ち

たい」という思いや、「もう一度

旅行に行きたい」という思いをあ

きらめずに実現できるような 

ご支援を致します。… 

『言語聴覚士』訪問あります！ 

 

言語聴覚士(ST)とは 

言語に障害がある方を対象に 

リハビリを通じて支援します。 

 
「うまく話せない」「話が理解できない」 

「文字が読めない」 

「他者とどうコミュニケーションをとって 

良いかわからない」 

 

 

 

 

**************************************

* 

みなさまが笑顔でくらせるように 

ＵＲＬ：http://www.smile-rs.jp 

住み慣れた家で 

笑顔で 元気に 

過ごせるように 

このような方には 

ＳＴによるリハビリ
がお勧めです！ 

事業所番号：1261090117 

すまいるリハ 木更津 

で、検索！ 
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病気や障害を持った人が住み慣れた地域や

ご家庭で、その人らしく生活を送れるよう、

看護師等がご自宅等へ訪問して看護ケアを提

供するサービスです。 

病気を抱えながら生活を送る為の支援をし

たり、自立した生活が送れるようコツをお伝

えしたり、医療機関との連携を図ることで療

養生活を円滑に進めていくことが出来るサー

ビスです。 

 

どんな方が対象？ 

・入浴が出来ず、清潔保持が難しい 
（医療機器があり入浴に管理が必要） 

・怪我や褥瘡があり、処置が必要 

・排便困難で、浣腸や摘便、薬の調整が必要 

・病気により食事管理が必要 

・糖尿病で血糖（ｲﾝｽﾘﾝ）管理が必要 

・全身状態の観察が必要 
（定期的に看ることで異常の早期発見に繋げたい） 

・自宅で点滴が必要  

・内服管理が必要（自己管理が難しい） 

・自宅で最期を迎えたい 

・自宅での療養生活や介護に不安がある 
 （相談する人がいない） 

 
 

このような方は看護師が 

サポートに伺います 

 

 

 

 

 
 

※現在、24 時間体制は実施しておりません 

 

 

 

 

訪問看護とは？ 

 

ご自宅に訪問し、 

安心して生活できるように 

支援させていただきます 

 

看護   要介護（１回） 
 ＊～30分 491円(1割)    1473円(3割) 

 ＊～60 分 858 円(1 割)   2573 円(3 割) 

      要支援（１回） 
＊～30 分 470 円(1 割)   1410 円(3 割) 

 ＊～60分 828円(1割)   2482円(3割) 

 
 リハビリ 要介護（１回） 
 ＊40 分  613 円(1 割)  1838 円(3 割) 

 ＊60 分  829 円(1 割)  2485 円(3 割) 

要支援（1回） 
＊40 分  592 円(1 割)  1776 円(3 割) 

    要支援は 1 年間で卒業となります。 

 

 
 

 

【ご利用料金】令和6年6月改訂 

 

*********************************** 
 
看護・リハビリ 医療保険（１日） 

 ＊毎月、最初の訪問日  13220 円(10割) 

 ＊月２日目以降       8,550 円(10 割) 

    

 

 

医療保険の場合は、上記の金額より、自己負

担分として 1 割・2 割・3 割の金額を請求させ

ていただきます。 

ご利用者様の御身体の状態によって、加算を

算定する場合がございます。負担割合につきま

しては、ご使用の保険証をご確認ください。 

 

*********************************** 

また、訪問看護・訪問リハビリを行うにあたり 

主治医の先生からの訪問看護指示書が 

必要となります。（介護・医療共通） 
訪問看護指示書料が、医療機関から請求となりま

す。 

通所が困難な方を対象に、心身の機能の維持回

復を図り日常生活の自立を支援するために、 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが 

自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて、必要な

リハビリテーションを行うサービスです。 

 

どんな方が対象？ 

・最近、転倒を繰り返している 

・トイレまで歩けない 立ち座りが大変 

・歩く事が怖くて、外に出る機会が減っている 

・記憶力低下や認知症が進んできている 

・高次脳機能障害と言われたけど、どうしたら 

 いいかわからない 

・失語症があり、上手くコミュニケーションが 

取れない 

 

 

 このような方にはリハビリが有効です！     
 

 

  

 

 

 

 

 

 

○専門リハビリスタッフ 充実しています。 

  理学療法士：9 名 

  作業療法士：2 名 

  言語聴覚士：2 名 

 

☆ まずはお気軽にご相談から ☆ 

 

 

 

訪問リハビリとは？ 

 

ご自宅に訪問し、 

その方らしい生活が送れるように 

支援させていただきます 


